
①
～
③
に
基
づ
き
計
算
し
た
控
除
額
の

合
計
額
が
生
命
保
険
料
控
除
の
金
額
と
な

り
ま
す
。
な
お
①
～
③
に
基
づ
き
計
算
し

た
控
除
額
の
合
計
額
が
７
０
，０
０
０
円

を
超
え
る
場
合
は
、
７
０
，０
０
０
円
が

控
除
額
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

個
人
町
県
民
税
の
前
納
報
奨
金
制
度

廃
止
の
お
知
ら
せ

平
成
25
年
度
か
ら
、
個
人
町
県
民
税
に

対
す
る
前
納
報
奨
金
制
度
を
廃
止
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

※
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
前
納
報
奨
金
制
度
を
継
続
し
ま

す
。

■
制
度
廃
止
の
理
由

・
前
納
報
奨
金
を
導
入
し
た
当
初
の
目
的

（
※
）は
達
成
さ
れ
た
こ
と
。

・
個
人
町
県
民
税
を
給
与
や
年
金
か
ら
引

き
落
と
さ
れ
て
い
る
方
（
特
別
徴
収
）

は
前
納
報
奨
金
制
度
が
適
用
さ
れ
ず
、

不
公
平
感
が
あ
る
こ
と
。

※
前
納
報
奨
金
制
度
は
、
昭
和
25
年
、
戦

後
の
混
乱
し
た
社
会
情
勢
と
不
安
定
な

経
済
状
況
を
背
景
に
税
収
の
早
期
確
保

と
納
税
意
識
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
制
度
で
す
。

個
人
町
県
民
税
に
対
す
る
前
納
報
奨
金

制
度
は
廃
止
し
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
一
括

納
付
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

③
新
契
約
と
旧
契
約
の
双
方
に
加
入
し

て
い
る
場
合
の
控
除

一
般
生
命
保
険
料
ま
た
は
個
人
年
金
保

険
料
に
つ
い
て
、
新
契
約
と
旧
契
約
の
双

方
に
加
入
し
て
い
る
場
合
、
控
除
額
は
そ

れ
ぞ
れ
表
3
の（
ア
）～（
ウ
）の
い
ず
れ
か

を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
今
ま
で
全
期
前
納
（
一
括
納
付
）
を
さ

れ
て
い
た
方
で
、
引
き
続
き
全
期
前
納

を
さ
れ
る
方

○
窓
口
納
付
の
場
合

変
更
手
続
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
納

付
窓
口
で
、
全
期
分
納
付
書
で
お
納
め
く

だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
の
場
合

変
更
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ま
で
と
お
り
、
第
1
期
の
納
期
限
に
1
年

間
の
税
額
を
一
括
し
て
引
き
落
と
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
今
ま
で
全
期
前
納
（
一
括
納
付
）
を
さ

れ
て
い
た
方
で
、
期
別
納
付
に
変
更
さ

れ
る
方

○
窓
口
納
付
の
場
合

変
更
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
納
付

窓
口
で
、
期
別
ご
と
の
納
付
書
で
お
納
め

く
だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
の
場
合

変
更
手
続
が
必
要
で
す
。
全
期
前
納
か

ら
期
別
納
付
に
変
更
す
る
場
合
は
、
町
税

等
の
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
（
自
動
払

込
利
用
申
込
）
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

■
口
座
振
替
お
申
込
み
方
法

各
金
融
機
関
（
紀
陽
銀
行
・
あ
り
だ
農

業
協
同
組
合
・
き
の
く
に
信
用
金
庫
・
近

畿
労
働
金
庫
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
）
の
窓
口

へ
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
提
出

し
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

表3

適用する生命保険料 控　除　額

（ア）新契約分のみを
  控除として適用

①（表 1）に基づき計算した控除額
（上限 28,000 円）

（イ）旧契約分のみを
  控除として適用

②（表 2）に基づき計算した控除額
（上限 35,000 円）

（ウ）新契約分と旧契約分の
  双方を控除として適用

①（表 1）に基づき計算した控除額と
②（表 2）に基づき計算した控除額の

合計額（上限 28,000 円）

19




